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今後の権利委員会の進め方

● これまでの権利委員会での審議について

 子どもの居場所について、グループディスカッションや講義により子どもを取り巻く社会状況等について
理解を深め、中間答申として意見を取りまとめてきた。

● 今後の権利委員会の進め方について（案）

(1) 令和８年５月末の任期までの間、引き続き「子どもの居場所」をテーマとして審議を行う。
（任期までの間に、５回開催予定）

（２） ７月に実施を予定している第7回委員会においては、
  「中野区子ども総合計画令和６年度実績の評価・検証」
  「令和６年度中野区子どもの権利救済委員（子どもオンブズマン）活動報告」
を議事とすることを予定している。

(3) 子どもの意見聴取にかかる活動として、
 １１月１日（土）に行われる子どもの権利の日フォーラムにおいて、

 ティーンズ会議メンバーとの意見交換を行うような内容で、権利委員会を開催する。
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